
随意契約理由書

担 当 部 署
（ 問 合 せ 先 ）

　　健康局保健課　　　　　　　　　　（電話番号：322-5781   内線：3116　）

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当

件 名

根 拠 法 令

契 約 の 相 手 方

随 意 契 約 の 理 由

本件の業務対象機器である空冷ヒートパッケージエアコン室外機は、健康ライフプラザの健康診断、人間ドック等に使
用される部屋の空調設備の熱源として設置されている。
当該機器が故障した場合、施設の冷暖房を行うことができなくなり、施設の運営上多大な影響が生じる。当該機器につ
いては、1997年に設置され、27年が経過し、経年による劣化が進行しており、整備が必要な時期となっている。
本件は圧縮機、電磁弁、インバータなどの部品取替え並びに試運転調整の一切を行い、機器の性能の維持、機器のラ
イフサイクルの長期化を図るものである。
当該機器はダイキン工業㈱製であり分解整備においては、製造者しか知り得ない設計図書や図面が必要であり、本業
務の実施に必要な技術力を有している上記業者以外では分解整備作業を行うことが不可能である。
以上の理由により上記請負業者と随意契約を行うものである。

健康ライフプラザ空冷パッケージエアコン整備業務

ダイキン工業株式会社


